
みついショッピングパークキッズクラブは、三井不動産商業マネジメント株式会社（以下、
「弊社」という）が運営する商業施設をご利用いただくお子様により楽しんでいただけるよ
う、様々な特典、サービス、情報提供等を行う目的で運営いたします。 
 
■ 第 1条 資格 
1．三井ショッピングパークポイントカード、ラゾーナ川崎プラザポイントカード、三井シ
ョッピングパークカード《セゾン》、ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》（以下、総称して
「対象カード」という）のいずれかに入会されている会員（以下、総称して「キッズクラブ
会員保護者」という）が、父母または祖父母であるお子様に限定します。 
2．みついショッピングパークキッズクラブ会員（以下、「キッズクラブ会員」という）とは、
キッズクラブ会員保護者が本規約に同意したうえで、キッズクラブ会員保護者が入会の申
し込みをされ、弊社が入会を承認した、0 歳以上 12 歳以下の個人（但し、中学生を除く）
をいいます。 
 
■ 第 2条 入会・発行・費用 
1．みついショッピングパークキッズクラブには、キッズクラブに入会する会員のキッズク
ラブ会員保護者のMy ページにてご入会いただけます。なお、その際に、キッズクラブにご
入会するお子さまの生年月日・性別をご登録いただきます。 
2．弊社はキッズクラブ会員に対し、アプリスタンプカード（以下、「スタンプカード」とい
う）をお一人につき一枚発行します。なお、キッズクラブ会員保護者の対象カードを再発行
された場合は、それまでにためたスタンプは消滅します。 
 
■ 第 3条 会員特典の内容・提供方法等 
1．キッズクラブ会員を対象としたイベント（以下、「キッズクラブイベント」という）にご
参加いただくと、スタンプを 1個進呈します。スタンプの個数に応じて、景品と交換できま
す。 
2．三井ショッピングパークアプリ内のキッズクラブ特典クーポンを特典対象店舗でご提示
いただくと、特典・サービスが受けられます。なお、特典対象店舗・特典内容は予告なく変
更・中止となる場合がございます。 
3．キッズクラブメンバーズカードをご提示いただけない場合、以下の会員特典は利用でき
ません。 
（1） キッズクラブイベントへの参加 
（2） スタンプの進呈（後日スタンプを進呈することもできません） 
（3） 特典対象店舗での特典提供 
 
 



■ 第 4条 キッズクラブ会員保護者およびキッズクラブ会員の個人情報について 
弊社は、入会時にご登録いただくキッズクラブ会員保護者の対象カード会員番号を元にキ
ッズクラブ会員保護者の会員情報を取扱いますが、当該会員情報を対象カードの会員規約
（「三井ショッピングパークポイントカード、ラゾーナ川崎プラザポイントカード会員規
約」、「三井ショッピングパークカード《セゾン》、ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》会
員規約」のいずれか）にて定める会員情報の利用目的・利用範囲に加え、下記の利用目的で
も使用いたします。また、キッズクラブ会員の個人情報は、下記の利用目的に限り使用いた
します。 
１．キッズクラブ運営および関連イベント実施のため 
２．個人が特定できない統計情報として今後の業務運営の参考とするため 
 
 
■ 第 5条 会員規約の変更 
弊社はキッズクラブ会員およびキッズクラブ会員保護者の承諾なしに本規約を変更できる
ものとします。本規約を変更する場合、弊社は変更事項を対象施設ホームページ上に掲載し
ます。また、併せてメールマガジンでお知らせします。なお、弊社が内容変更を掲載後、退
会の申し出がなかった場合、もしくはスタンプカードの利用、キッズクラブ限定特典の享受
等のキッズクラブ会員向けサービスを利用された場合は変更内容を承諾したものとみなし
ます。 
 
■ 第 6条 会員資格の喪失 
キッズクラブ会員もしくはキッズクラブ会員保護者が以下の項目のいずれかに該当すると
きは会員の資格を喪失します。また、同時にためたスタンプは消滅するものとします。 
（1）本規約に違反し、弊社がキッズクラブ会員として不適合であると判断したとき 
（2）キッズクラブ会員保護者が対象カードを退会されたとき、キッズクラブ会員保護者の
会員資格を喪失したとき、もしくは取り消されたとき 
（3）ご入会にあたり、虚偽の情報を申告されたとき 
（4）キッズクラブ会員が満 12歳を迎えた後、最初の 4月 1日を過ぎたとき 
 
■ 第 7条 退会 
みついショッピングパークキッズクラブを退会するときは、キッズクラブ会員保護者がMy
ページでの所定の手続きにより、その旨を申し出るものとします。なお、退会時までにため
たスタンプは消滅するものとします。 
 
■ 第 8条 お問い合わせ窓口 
本規約、会員特典ならびに会員情報についてのお問い合わせ、ご相談はキッズクラブ会員保



護者がご入会されている対象カードの対象施設にて承ります。 
 
■ 第 9条 通信料等 
１．本アプリを利用するために必要な端末および備品などはアプリ利用者自らが調達し、ウ
ェブ閲覧やプッシュ通知に必要な通信料金はアプリ利用者が負担するものとします。 
２．プッシュ通知は端末の位置情報と連動してお知らせを通知する場合があります。プッシ
ュ通知、位置情報の利用を許可しない場合は、設定画面より変更が可能です。 
 
 
■ 第 10条 その他 
その他、本規約に記載のない事項については、キッズクラブ会員保護者が入会されている対
象カードの会員規約（「三井ショッピングパークポイントカード、ラゾーナ川崎プラザポイ
ントカード会員規約」、「三井ショッピングパークカード《セゾン》、ラゾーナ川崎プラザカ
ード《セゾン》会員規約」のいずれか）に準ずるものとする。 
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